
平
成
二
十
年
六
月
十
一
日
提
出

質

問

第

五

二

二

号

国
土
交
通
省
所
管
の
財
団
法
人
「
公
共
用
地
補
償
機
構
」
に
お
け
る
職
員
旅
行
費
用
の
返
還
等
に
関
す
る
第
三

回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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国
土
交
通
省
所
管
の
財
団
法
人
「
公
共
用
地
補
償
機
構
」
に
お
け
る
職
員
旅
行
費
用
の
返
還
等
に
関
す
る
第
三

回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
五
七
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
国
土
交
通
省
に
設
置
さ
れ
た
道
路
関
係
業
務
の
執
行
の
あ
り
方
改
革
本
部
に
お
い
て
、
本

年
四
月
十
七
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
最
終
報
告
書
（
以
下
、
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
同
月
十
八
日
付
で
返
還
要

請
が
な
さ
れ
た
財
団
法
人
公
共
用
地
補
償
機
構
を
含
む
二
十
三
の
道
路
関
係
公
益
法
人
（
以
下
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」

と
い
う
。
）
が
二
〇
〇
三
年
度
か
ら
二
〇
〇
七
年
度
ま
で
に
行
っ
た
職
員
旅
行
の
費
用
の
う
ち
、
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超

え
て
い
る
場
合
は
、
職
員
旅
行
費
用
の
総
額
か
ら
法
人
負
担
分
を
差
し
引
い
た
額
の
自
主
的
な
返
還
を
求
め
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
が
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
に
対
し
て
職
員
旅
行
費
用
の
返
還
要
請
が
な
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
良
い
か
。

「
報
告
書
」
で
、
職
員
旅
行
費
用
の
う
ち
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
て
い
る
場
合
と
い
う
条
件
が
示
さ
れ
な
が
ら
、
何
ら

か
の
理
由
で
、
例
え
ば
本
年
度
よ
り
道
路
特
定
財
源
か
ら
の
財
政
補
助
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
等
の
理
由
に
よ
り
、
自
主
返

還
を
免
れ
て
い
る
法
人
等
は
な
い
か
。
二
十
三
法
人
全
て
が
例
外
な
く
職
員
旅
行
費
用
の
返
還
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解

し
て
良
い
か
。

一



二

一
で
、
何
ら
か
の
例
外
が
あ
る
の
な
ら
、
当
該
法
人
が
職
員
旅
行
費
用
の
自
主
的
な
返
還
を
免
れ
る
に
至
っ
た
理
由
を
説

明
さ
れ
た
い
。

三

「
報
告
書
」
で
職
員
旅
行
費
用
の
自
主
的
な
返
還
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
費
用
総
額
の
う
ち
法
人
負
担
分
が
五
割
を

超
え
て
い
る
法
人
で
あ
る
が
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
を
除
く
道
路
特
定
財
源
の
支
出
先
と
な
っ
て
い
る
、
国
交
省
所
管

の
道
路
関
係
公
益
法
人
の
中
で
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
と
同
じ
く
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
の
五
年
間
で
、
五
割

は
超
え
な
く
と
も
、
相
当
額
の
法
人
負
担
に
よ
り
職
員
旅
行
を
実
施
し
て
い
る
法
人
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
法
人

名
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
だ
け
の
額
の
法
人
負
担
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
法
人
負
担
額
は
総
計
で
い
く
ら
に
な
る

の
か
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
報
告
書
」
で
、
自
主
返
還
が
求
め
ら
れ
る
対
象
と
な
る
の
は
、
法
人
負
担
分
が
職
員
旅
行
費
用
総
額
の
五
割
を
超
え
る

も
の
と
い
う
基
準
（
以
下
、
「
基
準
」
と
い
う
。
）
が
設
け
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
法
人
負
担
分
が
五
割
以
下
の
法
人
に
自

主
返
還
を
求
め
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

五

「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
以
外
の
三
の
法
人
も
合
わ
せ
た
、
道
路
特
定
財
源
よ
り
支
出
を
受
け
て
い
る
国
交
省
所
管
の
道

路
関
係
公
益
法
人
が
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
行
っ
た
職
員
旅
行
の
費
用
の
う
ち
、
法
人
負
担
分
を
合
計
す
る
と
い

二



く
ら
に
な
る
か
。

六

「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
九
二
号
）
に
よ
る
と
、
「
基
準
」
に
従
っ
て
自
主
返
還
が
な
さ
れ
た
場
合

の
金
額
は
お
よ
そ
一
億
九
百
四
十
七
万
円
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
五
の
金
額
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
十
分
な
も
の
か
。

七

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
が
二
〇
〇
二
年
度
以
前
に
行
っ
た
職
員
旅
行
の
費
用
の
う
ち
、
法
人
負

担
分
が
五
割
を
超
え
る
額
も
相
当
の
金
額
に
上
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
二
年
度
以
前
の
も
の
を
不
問
に
付
す
の

で
は
な
く
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
調
査
し
、
相
当
額
の
返
還
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
問
う
た
が
、
「
前
回
答
弁
書
」
で

は
「
最
終
報
告
書
に
お
い
て
は
、
社
会
的
な
常
識
に
照
ら
し
て
判
断
し
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
過
去

五
年
間
の
職
員
旅
行
に
係
る
費
用
の
う
ち
法
人
負
担
分
が
五
割
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
役
員
及
び
管
理
職
が
法
人
に
自
主

的
に
返
還
し
、
当
該
返
還
さ
れ
た
費
用
に
つ
い
て
は
国
へ
の
寄
附
等
を
実
施
し
真
に
公
益
的
な
目
的
に
活
用
す
る
よ
う
要
請

す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
、
何
ら
質
問
の
趣
旨
を
理
解
し
て
い
な
い
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
国
交
省
と
し

て
、
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
が
二
〇
〇
二
年
度
以
前
に
行
っ
た
職
員
旅
行
に
つ
い
て
は
、
今
後
一
切
不
問
に
付
す
考
え
で

い
る
の
か
。

八

七
で
、
国
交
省
と
し
て
不
問
に
付
す
考
え
で
い
る
の
な
ら
、
我
が
国
が
危
機
的
な
財
政
赤
字
を
抱
え
、
国
民
も
物
価
高
等

三



の
種
々
の
負
担
増
に
喘
い
で
い
る
中
、
税
金
の
無
駄
遣
い
を
見
逃
す
と
い
う
判
断
を
国
交
省
が
下
す
こ
と
は
、
国
民
の
理
解

を
得
ら
れ
る
妥
当
な
も
の
か
。
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

九

「
前
回
答
弁
書
」
で
そ
の
名
称
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
道
路
関
係
公
益
法
人
」
に
天
下
っ
て
い
る
国
家
公
務
員
は
い
る

か
。
い
る
の
な
ら
、
そ
の
者
の
退
職
前
の
所
属
省
庁
並
び
に
官
職
、
天
下
り
先
の
法
人
名
、
天
下
り
先
で
の
役
職
を
全
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
現
時
点
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
に
対
し
、
職
員
旅
行
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
最
終
報
告

書
を
踏
ま
え
た
対
応
を
し
な
い
と
い
う
意
思
を
示
し
た
法
人
は
な
い
。
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
は
「
道
路
関
係
公
益
法

人
」
全
て
か
ら
自
主
返
還
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
確
認
を
求
め
る
。

十
一

「
報
告
書
」
に
基
づ
い
た
自
主
返
還
に
期
限
は
設
け
ら
れ
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

四


